
別紙様式第二十号の二（第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係）

（日本工業規格Ａ４）

2024年1月24日時点

届出者 住所又は所在地

電話番号

商 号

又は名称

氏 名

（法人にあっては、代表者の役職氏名）

（注意事項）
１ 適格機関投資家等特例業務を行う者が法人でない団体である場合には、当該団体の

代表者又は管理者（法人又は個人に限り、複数名いる場合にはその全員）を届出者と
して、当該団体の名称及び根拠規定と併せて記載すること。

２ 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載する
ことができる。

適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧

（本店）
ルクセンブルク大公国 L-1882
ルクセンブルク、ルー・ギヨー
ム・クロール12E

（登記上の本店）
ケイマン諸島ケイワイ1－1104、
グランドケイマン、アグランド
ハウス、郵便私書箱309、メープ
ルス・コーポレート・サービシ
ズ気付

352-26-68-62-1

ポール・ゴーズ
エヌビーピーディー・デイブ
レーク・ルクス・アソシエー
ツ・エスエーアールエルのマネ
ジャー、
エヌビーピーディー・デイブ
レーク・ケイマン・ジーピー・
エルエルシーのマネジャー

エヌビーピーディー・デイブ
レーク・ケイマン・ジーピー・
エルエルシー



１ 適格機関投資家等特例業務に関する届出を行った者の状況

（ふりがな）
氏名

役職 私募 運用 名称 所在地 電話番号

ポール・ゴーズ エヌビーピー
ディー・デイブ
レーク・ルク
ス・アソシエー
ツ・エスエー
アールエルのマ
ネジャー、
エヌビーピー
ディー・デイブ
レーク・ケイマ
ン・ジーピー・
エルエルシーの
マネジャー

○ 本店 ルクセンブルク大
公国 L-1882 ルク
センブルク、
ルー・ギヨーム・
クロール12E

352-26-68-
62-1

https://www.
nb.com/ja/jp
/about-
qualified-
institutional-
investor

― ０米ドル

（2024年1月24日現在）

（注意事項）
１ 「業務の種別」の欄には、法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」の欄に「○」と、同項第２号に掲げる

行為に係る業務を行う場合は「運用」の欄に「○」と記載すること。
２ 「代表者」及び「資本金の額又は出資の総額（円）」の欄には、届出者が法人である場合に記載すること。
３ 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができる。

資本金の額又は出
資の総額（円）

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所
ホームペー
ジアドレス

他に行っている事
業の種類

https://www.


（商品分類） （内容）
私 募 ・
運 用 の
別

届 出 の
種別

エヌビー
ピー
ディー・デ
イブレーク
（ジャパ
ン・フィー
ダー）エル
ピー

外国の法
令に基づ
く権利

ファンド・オ
ブ・ファンズ

当ファンドは、主に保有ビークル
を通じて間接的にシニア担保付き
変動金利ローンに投資すること
で、魅力的なリスク調整後リター
ンの提供を目指すファンドへ投資
するフィーダー・ファンドであ
り、当ファンドは、米国で事業展
開するミドルマーケット及びアッ
パーミドルマーケットの企業に重
点を置き、プライベート・エクイ
ティに下支えされた業績好調企業
への融資に注力する。

運用 63条 金融機関等
（1）

1 無 無 ―

公認会計士又
は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事
業持分の名

称

出資対象
事業持分
の種別

出資対象事業の内容

２ 適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況

業務の種別

適格機関投資
家の種別

適格機関
投資家の

数

適格機関
投資家以
外の出資
者の有無

第233条
の３各号
に掲げる
者の有無

（2024年1月24日現在）



（注意事項）
１ 未定の場合には、届出時点における見込みを記載すること。
２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合

契約」、「社団法人の社員権」、「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただし、出資対象持分が電
子記録移転権利又は令第１条の12第２号に規定する権利である場合にあっては、「電子記録移転権利」又は「令第１条の12第２号に規定する
権利」の別について併せて記載すること。

３ 「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。
４ 「私募・運用の別」の欄には、法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」と、同項第２号に掲げる行為に係る業

務を行う場合は「運用」と、双方を行う場合は「私募・運用」と記載すること。
５ 「届出の種別」の欄には、当該出資対象事業持分に関して行う業務が、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第

48条第１項に規定する特例投資運用業務である場合は「附則48条」と、金融商品取引法の一部を改正する法律（平成27年法律第32号）附則第
２条第１項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務である場合は「旧63条」と、同法による改正後の金融商品取引法第63条第１項第
１号又は第２号に掲げる行為に係る業務である場合は「63条」と記載すること。

６ 「適格機関投資家の種別」の欄には、当該出資対象事業持分の私募の相手方となる適格機関投資家又は金銭その他の財産の出資若しくは拠
出をする適格機関投資家に関し、「金融商品取引業者等」、「金融機関等」、「投資事業有限責任組合」、「事業法人等」、「個人」、「外
国法人又は外国人等」又は「その他」の別及びその数について記載すること。

なお、適格機関投資家の種別の定義は以下のとおりとする。
「金融商品取引業者等」

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第14号）（以下６において「定義府令」という。）第10条第１
項第１号又は第２号に掲げる者をいう。
「金融機関等」

同項第４号、第５号、第７号から第17号まで、第19号又は第21号に掲げる者及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業
の再編及び強化に関する法律施行規則（平成９年大蔵省・農林水産省令第１号）附則第36条の規定により適用する定義府令第10条第１項の特
定承継会社をいう。
「投資事業有限責任組合」

定義府令第10条第１項第18号に掲げる者をいう。
「事業法人等」

同項第20号、第23号イ又は第23号の２に掲げる者（第23号イに掲げる者にあっては、居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第
228号）第６条第１項第５号前段に規定する居住者をいう。以下６において同じ。）に限る。）をいう。
「個人」

定義府令第10条第１項第24号イに掲げる者（居住者に限る。）をいう。
「外国法人又は外国人等」

同項第３号、第６号、第22号、第23号イ、第23号ロ、第24号イ、第24号ロ又は第25号から第27号までに掲げる者（第23号イ及び第24号イ
に掲げる者にあっては非居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第６号に規定する非居住者をいう。）に限り、第23号ロ及び第24号
ロに掲げる者にあっては外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合に限る。）をいう。
「その他」

定義府令第10条第１項第23号ロ又は第24号ロに掲げる者（外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合を除く。）をいう。



７ 「適格機関投資家以外の出資者の有無」の欄には、適格機関投資家以外の者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は適
格機関投資家以外の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載
すること。

８ 「第233条の３各号に掲げる者の有無」の欄には、第233条の３各号に掲げる者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は
第233条の３各号に掲げる者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」
と記載すること。

９ 「公認会計士又は監査法人の氏名又は名称」の欄には、「第233条の３各号に掲げる者の有無」の欄に「有」と記載した場合に、当該業務
に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称を記載
すること。



（2024年1月24日現在）

４ 適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

（2024年1月24日現在）

（ふ り が な）
氏 名 又 は 名 称

エヌビーピーディー・デイブ

レーク・ルクス・アソシエー

ツ・エスエーアールエル

（ポール・ゴーズ、マネ

ジャー）

マネジャー ―

登記上の本店

ケイマン諸島ケイワイ1－1104、グラン
ドケイマン、アグランドハウス、郵便
私書箱309、メープルス・コーポレー

ト・サービシズ気付

1-345-814-5559

352-26-68-62-1
ルクセンブルク大公国 L-1882 ルクセ
ンブルク、ルー・ギヨーム・クロール

12E
本店

３ 役員及び政令で定める使用人の状況

（注意事項）
１ 外国法人にあっては、国内における代表者（法第63条第７項第１号ニに規定する者を

いう。）について記載する必要はない。
２ 「政令で定める使用人の種別」の欄には、「法令等を遵守させるための指導に関する

業務を統括する使用人その他これに準ずる者」又は「運用を行う部門を統括する使用人
その他これに準ずる者」に該当する場合に、その種別について記載すること。

３ 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで併せて記
載することができる。

政令で定める使用人の種別役職

所 在 地 電 話 番 号

（注意事項）
適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

名 称


